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監理団体の許可及び技能実習計画の認定の取消しを行いました

法務省と厚生労働省は、令和２年２月 21 日付で、えひめＥＸ協同組合、ココロユニオン

協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。

また、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付で、愛媛電機有限会社、株式会社オル

バス、有限会社キットウココ、有限会社ひめ企画、星加タオル株式会社、株式会社ユウキ

に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。詳細は、下記のとおりです。

記

＜監理団体の許可の取消しの内容（詳細は別紙１から別紙２）＞

１ 監理団体の許可の取消しを行った監理団体

（１）えひめＥＸ協同組合（代表理事 伊藤 彰）

（２）ココロユニオン協同組合（理事長 伊藤 修郎）

２ 処分等内容

[１（１）、（２）に対する処分等内容]

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成 28 年法

律第 89 号。以下「技能実習法」という。）第 37 条第１項第１号の規定に基づき、令

和２年２月 21 日をもって監理団体の許可を取り消すこと。

＜技能実習計画の認定の取消しの内容（詳細は別紙３から別紙８）＞

１ 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者

（１）愛媛電機有限会社（代表取締役 弓削 三郎）

（２）株式会社オルバス（代表取締役 弓削 三郎）

（３）有限会社キットウココ（取締役 伊藤 修郎）

（４）有限会社ひめ企画（代表取締役 弓削 三郎）

（５）星加タオル株式会社（代表取締役 星加 浩志）

（６）株式会社ユウキ（代表取締役 別府 由規）
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２ 処分等内容

[１（１）、（２）、（６）に対する処分等内容]

技能実習法第 16 条第１項第１号、第３号及び第７号の規定に基づき、令和２年２月

21 日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。

[１（３）に対する処分等内容]

技能実習法第 16 条第１項第１号及び第７号の規定に基づき、令和２年２月 21 日を

もって技能実習計画の認定を取り消すこと。

[１（４）、（５）に対する処分等内容]

技能実習法第 16 条第１項第１号の規定に基づき、令和２年２月 21 日をもって技能

実習計画の認定を取り消すこと。

■別紙１ 監理団体の許可の取消しの内容（えひめＥＸ協同組合）

■別紙２ 監理団体の許可の取消しの内容（ココロユニオン協同組合）

■別紙３ 技能実習計画の認定の取消しの内容（愛媛電機有限会社）

■別紙４ 技能実習計画の認定の取消しの内容（株式会社オルバス）

■別紙５ 技能実習計画の認定の取消しの内容（有限会社キットウココ）

■別紙６ 技能実習計画の認定の取消しの内容（有限会社ひめ企画）

■別紙７ 技能実習計画の認定の取消しの内容（星加タオル株式会社）

■別紙８ 技能実習計画の認定の取消しの内容（株式会社ユウキ）

■別紙９ 参照条文


